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令和８年度より、岡山市では、不登校のこどもの保護者の経済的負担を軽減するため、利用料

の一部を補助します。これに伴い、補助対象となる民間施設等の登録受付を開始します。 

 

１ 日 時 

令和８年５月１５日（金）１０時～    

 

２ 受付方法 

 岡山市電子申請サービスにて受付 

  

  

３ 内 容 

岡山市不登校児童生徒を支援する民間施設等利用支援補助金制度を、令和8年度よりスター

トします。本制度は、不登校のこどもの社会的自立を支援するため、岡山市教育委員会により登

録された施設を利用する際の利用料の一部を補助し、保護者の経済的負担を軽減するもので、

このたび補助対象となる民間施設の登録受付を開始します。 

主な登録要件は、こどもの社会的自立を目指すため、不登校児童生徒への支援に深い理解と

経験を有し、学校や保護者と密接に連携・協力できる体制があること等で、登録された施設は、

教育支援課ホームページに順次掲載されます。 

なお、保護者による補助金交付申請の手続き等については、５月下旬に改めてお知らせする

予定です。 

 

４ その他  

  詳細は別添資料にてご確認ください。 

 

 

 

  

 

 

 

不登校児童生徒を支援する民間施設等利用支援補助金制度について 

施設の登録受付を開始します 

 

【問い合わせ先】                     

岡山市 教育支援課 千田・小林  直通086-803-1592 内線3889 

 

 

 








